
Ⅰ　改革・改善内容（＝施策をより良く実施するための方策）

Ⅱ　施策の目的・概要

対象

Ⅲ　事務事業の成果やコストの状況

単位
平成28
年度

平成29
年度

ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ
ⅰ 円 321,449 323,332

ⅱ ％ 36.5 36.9
ⅲ ％ 30.2 34.3
ⅳ 件 228 200
ⅴ 件 40 29
ⅵ ％ ― 62.5
ⅶ
ⅵ

④施策の事業費 平成29年度決算 平成30年度決算

事業費（千円） 18,494,082 16,213,222 円
Ⅳ　評価・検討

Ⅴ　今後の方向性

①施策の方向性 →維持

②上記方向性の説明
国民健康保険制度に関して、今後も収支バランスについて、注視していく必要がある。また、
引き続き最低限度の生活の保障、自立支援、不正受給対策を行う必要性がある。

③特に重点化する事務事業 国民健康保険特別会計繰出金に要する経費

鎌ケ谷市施策評価表（事後）
施策の名称 115安心して暮らせる社会保障の充実

施策のねらい
（めざす姿）

すべての市民が必要な社会保障制度を活用し、安心して暮らしています。

基本目標 1「健康で生きがいのある福祉・学習都市」をめざして 施策担当マネージャー 健康福祉部次長

政策 11誰もが健康に暮らせる生涯福祉社会をつくります マネージャー氏名 西山　珠樹

①前回
の評価
で掲げ
た内容

①30年度の国保制度改革に向けた話し合いが現在も進ん
でおり、県全域で、国保財政を運営していく事となる。また、
29年度中に高額療養費制度の自己負担限度額の見直し
が行われる。②平成２７年４月より施行された、生活困窮者
自立支援制度と生活保護制度と併せ、効果的な運用を
図っていく。 ③改革・改

善内容

①激変緩和財源が縮小していくため、毎
年の収支バランスを注視し、適切な保険
料率を設定する必要がある。
②生活困窮者自立支援制度と生活保護
制度とを併せ、引き続き効果的な運用を
図っていく。

②①に
基づく
取組み
結果

①国民健康保険については、都道府県化により事業費納付金を納
めれば、保険給付費分は交付されるため安定した運営となった。ま
た高額療養費の自己負担額は、負担能力に応じて細分化された。
②生活困窮者自立支援制度の利用者が自立に結びつかなかった
場合においても、生活保護制度の利用により最低限度の生活を維
持し、再度自立支援をすることが出来た。

①目的
①国民健康保険被保険者
②生活困窮者

意図（対象をどう
するのか）

①必要な社会保障制度を活用し安心して生
活ができるようにする。②最低限度の生活の
保障及び自立支援を図る。

②施策の概要

①全ての市民や国民健康保険被保険者が、社会保障制度を活用し安心して暮らすことができるよう、
各社会保障制度を効果的に運用すると共に、国民健康保険を運営する。②生活に困窮する者に対し
最低限度の生活を保障（生活保護）すること、経済的・精神的・社会的な支援（生活困窮者自立）を併
せて効果的に運用することによって生活困窮者の自立を図る。

③環境分析（状況変化
や今後の見込み・市民意
向など）

①医療保険制度においては、社会保障と税の一体改革により、社会保障制度を財政的にも仕組み的
にも安定させるための制度改革が進められており、効率化重点化を国レベルで実施する。②景気の動
向により、生活保護制度や生活困窮者自立支援制度を利用する世帯の増加が見込まれる（消費税増
税等）。

①平成29～30年度
の施策の成果

①国民健康保険については、30年度から財政運営の責任主体がは都道府県となり、公費の拡充や激
変緩和財源などが投入されたことにより、一般会計からの法定外繰入は解消された。②ハローワークと
連携した就労支援プログラムや各種自立支援プログラムの協同・有効活用により、経済的・精神的に
自立した生活へのスムーズな移行が可能となった。

②施策
成果指
標

指標名称
平成30
年度

目標値
（2年度）

③基本
事業成
果指標

国民健康保険一人当たりの医療費 335,062 390,000
特定健康診査受診率 調査中 65.0
特定保健指導利用率 調査中 50.0
資格異動届数（60歳以降の任意加入者数） 190 282
就労等による生活保護廃止件数 34 現状維持

生活困窮者満足度アンケート ― 現状維持

市民一人あたり事業費（30年度決算） 令和元年度予算
(単位：円) 148,223 16,146,949

①課題（目的に対す
る現状など）

①国民健康保険については、現在一般会計からの法定外繰入は解消している。今後は激変緩和財源
の縮小や被保険者の減少、診療報酬改定など、社会情勢と、収支バランスを注視し、基金を活用しな
がら、適切な保険料率を設定する必要がある。②高齢を原因とする生活困窮者の増加への対応として
高齢者支援各制度との連携が課題となる。

②総合評価 2概ね達成
③総合評価
の理由

①被保険者が適正な負担をし、適正な給付が行われた。
②生活保護制度・生活困窮者自立支援制度の連携がス
ムーズに行われ効果的な運用ができた。

この施策は国の制度に基づいて推進していくため、国が行う施策の影響が
大きく、市としての成果目標値は設定しません。


